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有効期間中の旅券は、申請時に内容確認後、一度お返しします。新しい旅券
の交付時に再度ご持参ください。失効処理をしてお返しします。

次のいずれかにあてはまる方は、住民票の写し（申請日前６か月以内に発行されたもの）の提出が必要です。

旅券の取得の有無や所持する旅券の状況などにより必要書類は異なります。
以下の①〜⑧の中から、ご自身にあてはまる申請の種類を選び、右欄に掲げ
る書類（○印等のついた書類）をご持参ください。

（注）戸籍抄本（個人事項証明書）、改製原戸籍、戸籍の附票等は使用できません。
※１　期限切れの旅券も可能な限りご持参ください。受付終了後、失効処理をしてお返しします。
※２　・警察に遺失届を提出したことを証明する書類１通（この書類が入手できないときは、届け出た警察署名及び遺失届の受理番号を紛失一般旅券
　　　　等届出書に記入してください。また、家の中で紛失した場合は、警察への届け出は必要ありませんが、詳細を届出書に記入してください。）
　　　・消防署又は区市町村が発行した罹災証明書１通
※３　帰国のための渡航書
※４　10年旅券、５年旅券以外に、残存有効期間同一旅券の申請ができます。
※５　戸籍謄本の提出は不要です。ただし、有効旅券が旅券としての体裁を留めないほどの損傷や旅券の人定情報が読み取れない場合は、戸籍
　　　謄本１通が必要となります。
※６　損傷の経緯を記載した事情説明書（書式自由）

※受付時間外は自動音声になります。
※一部のIP電話では自動音声をご利用いただけない場合があります。

東京都パスポート
電話案内センター

申請はスマートフォンで、「マイナポータル」から

WEBで検索
03━5908━0400問い合わせ先

休　 業

月曜日・火曜日・水曜日　9：00～19：00　　木曜日・金曜日　9：00～17：00
（※受領については、下記年末年始を除いた日曜日（9：00～17：00）にもお受け取りできます。）

申　 請
受　 付

マイナンバーカードをお持ちの方は、
オンラインで申請できます。

（2026.4.1）

★有効旅券をお持ちでない方
①　初めての旅券申請

★有効旅券をお持ちの方
⑤　姓名・本籍地等に変更がある

《姓名・本籍地等に変更がない》

⑥　旅券の残存有効期間が１年未満
⑦　旅券の査証欄に余白なし　　　　　　　　　　（※見開き３頁以内）

⑧　旅券の損傷　　　　　　　　　　　　　　　　（※オンライン申請不可）

②　前回取得旅券の期限切れ

③　有効旅券の紛失又は焼失

④　外国で旅券を紛失し、「帰国のための渡航書」で帰国
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○申請書は、��年旅券用、５年旅券用と残存有効期間同一旅券用があります。

○戸籍の電算化により、戸籍謄本は「全部事項証明書」になります。

○本人確認書類は有効中のもので、氏名、生年月日、性別、住所等が申請書の内容と一致している必要があります。

○申請者が中学生以下の場合には、申請者のマイナンバーカード等についても確認させていただきますが、所持されていない場合は、
　親権者（父又は母）の本人確認書類（運転免許証等）で確認いたします。

資格確認書

※ 詳しくは外務省ホームページをご確認ください。

戸籍謄本（全部事項証明書）※戸籍抄本（個人事項証明書）、改製原戸籍、戸籍の附票等は不可

○申請時に12歳未満の方は、旅券手数料が6,300円（電子申請は5,900円）※になります。「年齢計算に関する法律」（明治35年法律第50号）

　の規定により、年齢は誕生日の前日に1歳加算され、12回目の誕生日の前日に12歳となります。このため、12歳未満の手数料は、12回目

　の誕生日の前々日までに申請を行った方に対し適用されます。（※５年以内に未交付失効旅券がある場合は、6,000円増額されます。下記旅券手数料参照。）

○親権者が遠隔地に在住している等の理由により申請書に自署できないときは、親権者の署名がある「旅券申請同意書」（書式は自由）
　を提出してください。

○旅券名義人の本人確認含む必要書類一式のほかに、代理人自身の本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）も必要です。

○居所申請をする方は、申請に通常必要となる書類に加え、以下の書類をご用意ください。

10年旅券　　　　　　　　16,300円（収入印紙14,000円　東京都手数料2,300円）

刑罰等関係に該当する項目がある場合　※手続窓口：新宿パスポートセンター　電話 03-5388-3196（刑罰等用）

○旅券の受領には、旅券（パスポート）引換書を持参のうえ、乳幼児を含め、必ずご本人（旅券名義人）がお越しください。
○切替申請の方は、申請時に提示した旅券を必ずご持参ください。旅券を忘れた場合は、新規旅券の受領はできません。（電子申請も同様）
○申請書を提出した旅券窓口以外では受領できません。
○交付日は遅延する可能性があります。外務省の「パスポート受取検索システム」をご確認の上、お越しください。

※５年以内に未交付失効があった場合は、上記金額に6,000円増額されます。

5年旅券　　　　　　　　11,300円（収入印紙 9,000円　東京都手数料2,300円）

5年旅券（12歳未満）　　 6,300円（収入印紙 4,000円　東京都手数料2,300円）

残存有効期間同一旅券　　 6,300円（収入印紙 4,000円　東京都手数料2,300円）

10年旅券　　　　　　　　15,900円（収入印紙14,000円　東京都手数料1,900円）

《窓口申請手数料》 《オンライン申請手数料》

5年旅券　　　　　　　　10,900円（収入印紙 9,000円　東京都手数料1,900円）

5年旅券（12歳未満）　　 5,900円（収入印紙 4,000円　東京都手数料1,900円）

残存有効期間同一旅券　　 5,900円（収入印紙 4,000円　東京都手数料1,900円）

旅券の発給を申請した後に、その旅券を受領しなかったことがある方は、窓口にお申し出ください。
５年以内の未交付失効の場合には旅券手数料の加算があります。

東京都パスポート

新宿パスポート
センター

専用紙を使用し、鮮明な画質で印刷してください。

ピンぼけや低品質の印画紙等で顔貌が不明瞭な写真は使用できません。

マイナポータル

前髪が長すぎて目元が見えないもの

現在の容貌と著しく異なるもの

旅券受領のご案内（交付予定日：土、日、国民の祝日、振替休日、年末年始）（12/29～1/3）を除いて、９日目以降）

旅券手数料（旅券を受領する際にお支払いください。）　※令和８年７月１日以降に引下げ予定。詳細はWEBで検索

（徒歩��分）
（徒歩��分）

サンシャインシティワールドインポートマートビル5階

マートビルマートビル



過去に申請後旅券を受領しなかったことがある場合は、「□ある」
にレ点を付けてください。
※令和５年３月27日以降申請し、旅券を受領せず 6 か月経過し
　たのち、５年以内に旅券申請し発給を受ける場合は、旅券手数
　料が増額された金額になります。

※一度作成した旅券の氏名表記は変更できません。

記入に当たり、申請者本人が枠からはみ出
さないように自署（申請者本人が記入）し
てください。

所持人自署は旅券に転写されます。外国
では、常にこの署名を使用することにな
ります。

申請者が乳幼児又は身体の障害等により署
名が困難な場合には、次の方が代理で記名
してください。
①法定代理人（親権者・後見人）
②配偶者
③渡航に同行する者

新宿 　隆（　父　）代筆
by SHINJUKU Takashi (Father)
新宿友子（　母　）代筆
by SHINJUKU Tomoko(Mother)
山田　明（後見人）代筆
by YAMADA Akira (Guardian)
小川太郎（　夫　）代筆
by OGAWA T. (Husband)
小川浩子（　妻　）代筆
by OGAWA H. (Wife)
鈴木次郎（付添人）代筆
by SUZUKI J. (Attendant)

過去、申請後に受領しなかった旅券の有無

※ 一度作成した旅券の氏名表記は変更できません。

旅券の所持歴がある場合は、最後に発給を受けた旅券の旅券番号、
発行年月日及びその旅券に記載されていた姓を記入してください。
旅券番号や発行年月日が不明な場合には、わかる範囲で記入して
ください。

最後に発給を受けた旅券事項

詳しくは、パスポート電話案内センター又は窓口へお問合せください。

※　令和５年３月改正前の申請書様式は使うことができません。

新たに別名（旧姓を含む）併記を希望する場合や変更する場合には、戸籍謄本が必要となります。
ただし、旧姓併記を希望する場合で、戸籍謄本で旧姓が確認できない場合は、除籍謄本やさらに旧姓が記載された住民票の
写し又はマイナンバーカード等で確認が必要となるため、事前にご相談ください。

民法の改正により、令和４年４月１日に成年年齢が１８歳に引き下げられました。

る営業所の所在地を記入します。

３ヶ月以上海外に滞在する場合、最寄りの日本
公館に在留届を提出する義務があります。また、
滞在期間が３か月未満の場合は「たびレジ」へ
の登録をお願いしています。外務省ホームペー
ジから在留届、たびレジを検索、確認のうえ在
留届の提出または、たびレジの登録をしてくだ
さい。 

刑罰等関係欄
刑罰等関係に該当する場合は特別な手続きが必要です。
該当する方や該当するか分からない方は、必ず下記まで
お問合わせください。

新宿パスポートセンター
電話03－5388－3196（刑罰等用ダイヤル）

併記併記

法定代理人署名（６ページ参照）

申請書類等提出委任申出書（６ページ参照）



過去に申請後旅券を受領しなかったことがある場合は、「□ある」
にレ点を付けてください。
※令和５年３月27日以降申請し、旅券を受領せず 6 か月経過し
　たのち、５年以内に旅券申請し発給を受ける場合は、旅券手数
　料が増額された金額になります。

※一度作成した旅券の氏名表記は変更できません。

記入に当たり、申請者本人が枠からはみ出
さないように自署（申請者本人が記入）し
てください。

所持人自署は旅券に転写されます。外国
では、常にこの署名を使用することにな
ります。

申請者が乳幼児又は身体の障害等により署
名が困難な場合には、次の方が代理で記名
してください。
①法定代理人（親権者・後見人）
②配偶者
③渡航に同行する者

新宿 　隆（　父　）代筆
by SHINJUKU Takashi (Father)
新宿友子（　母　）代筆
by SHINJUKU Tomoko(Mother)
山田　明（後見人）代筆
by YAMADA Akira (Guardian)
小川太郎（　夫　）代筆
by OGAWA T. (Husband)
小川浩子（　妻　）代筆
by OGAWA H. (Wife)
鈴木次郎（付添人）代筆
by SUZUKI J. (Attendant)

過去、申請後に受領しなかった旅券の有無

※ 一度作成した旅券の氏名表記は変更できません。

旅券の所持歴がある場合は、最後に発給を受けた旅券の旅券番号、
発行年月日及びその旅券に記載されていた姓を記入してください。
旅券番号や発行年月日が不明な場合には、わかる範囲で記入して
ください。

最後に発給を受けた旅券事項

詳しくは、パスポート電話案内センター又は窓口へお問合せください。

※　令和５年３月改正前の申請書様式は使うことができません。

新たに別名（旧姓を含む）併記を希望する場合や変更する場合には、戸籍謄本が必要となります。
ただし、旧姓併記を希望する場合で、戸籍謄本で旧姓が確認できない場合は、除籍謄本やさらに旧姓が記載された住民票の
写し又はマイナンバーカード等で確認が必要となるため、事前にご相談ください。

民法の改正により、令和４年４月１日に成年年齢が１８歳に引き下げられました。

る営業所の所在地を記入します。

３ヶ月以上海外に滞在する場合、最寄りの日本
公館に在留届を提出する義務があります。また、
滞在期間が３か月未満の場合は「たびレジ」へ
の登録をお願いしています。外務省ホームペー
ジから在留届、たびレジを検索、確認のうえ在
留届の提出または、たびレジの登録をしてくだ
さい。 

刑罰等関係欄
刑罰等関係に該当する場合は特別な手続きが必要です。
該当する方や該当するか分からない方は、必ず下記まで
お問合わせください。

新宿パスポートセンター
電話03－5388－3196（刑罰等用ダイヤル）

併記併記

法定代理人署名（６ページ参照）

申請書類等提出委任申出書（６ページ参照）



過去に申請後旅券を受領しなかったことがある場合は、「□ある」
にレ点を付けてください。
※令和５年３月27日以降申請し、旅券を受領せず 6 か月経過し
　たのち、５年以内に旅券申請し発給を受ける場合は、旅券手数
　料が増額された金額になります。

※一度作成した旅券の氏名表記は変更できません。

記入に当たり、申請者本人が枠からはみ出
さないように自署（申請者本人が記入）し
てください。

所持人自署は旅券に転写されます。外国
では、常にこの署名を使用することにな
ります。

申請者が乳幼児又は身体の障害等により署
名が困難な場合には、次の方が代理で記名
してください。
①法定代理人（親権者・後見人）
②配偶者
③渡航に同行する者

新宿 　隆（　父　）代筆
by SHINJUKU Takashi (Father)
新宿友子（　母　）代筆
by SHINJUKU Tomoko(Mother)
山田　明（後見人）代筆
by YAMADA Akira (Guardian)
小川太郎（　夫　）代筆
by OGAWA T. (Husband)
小川浩子（　妻　）代筆
by OGAWA H. (Wife)
鈴木次郎（付添人）代筆
by SUZUKI J. (Attendant)

過去、申請後に受領しなかった旅券の有無

※ 一度作成した旅券の氏名表記は変更できません。

旅券の所持歴がある場合は、最後に発給を受けた旅券の旅券番号、
発行年月日及びその旅券に記載されていた姓を記入してください。
旅券番号や発行年月日が不明な場合には、わかる範囲で記入して
ください。

最後に発給を受けた旅券事項

詳しくは、パスポート電話案内センター又は窓口へお問合せください。

※　令和５年３月改正前の申請書様式は使うことができません。

新たに別名（旧姓を含む）併記を希望する場合や変更する場合には、戸籍謄本が必要となります。
ただし、旧姓併記を希望する場合で、戸籍謄本で旧姓が確認できない場合は、除籍謄本やさらに旧姓が記載された住民票の
写し又はマイナンバーカード等で確認が必要となるため、事前にご相談ください。

民法の改正により、令和４年４月１日に成年年齢が１８歳に引き下げられました。

る営業所の所在地を記入します。

３ヶ月以上海外に滞在する場合、最寄りの日本
公館に在留届を提出する義務があります。また、
滞在期間が３か月未満の場合は「たびレジ」へ
の登録をお願いしています。外務省ホームペー
ジから在留届、たびレジを検索、確認のうえ在
留届の提出または、たびレジの登録をしてくだ
さい。 

刑罰等関係欄
刑罰等関係に該当する場合は特別な手続きが必要です。
該当する方や該当するか分からない方は、必ず下記まで
お問合わせください。

新宿パスポートセンター
電話03－5388－3196（刑罰等用ダイヤル）

併記併記

法定代理人署名（６ページ参照）

申請書類等提出委任申出書（６ページ参照）



旅券（パスポート）窓口申請のご案内旅券（パスポート）窓口申請のご案内旅券（パスポート）窓口申請のご案内
戸
籍
謄
本（
全
部
事
項
証
明
書
）(

１
通)

(注)

有効期間中の旅券は、申請時に内容確認後、一度お返しします。新しい旅券
の交付時に再度ご持参ください。失効処理をしてお返しします。

次のいずれかにあてはまる方は、住民票の写し（申請日前６か月以内に発行されたもの）の提出が必要です。

旅券の取得の有無や所持する旅券の状況などにより必要書類は異なります。
以下の①〜⑧の中から、ご自身にあてはまる申請の種類を選び、右欄に掲げ
る書類（○印等のついた書類）をご持参ください。

（注）戸籍抄本（個人事項証明書）、改製原戸籍、戸籍の附票等は使用できません。
※１　期限切れの旅券も可能な限りご持参ください。受付終了後、失効処理をしてお返しします。
※２　・警察に遺失届を提出したことを証明する書類１通（この書類が入手できないときは、届け出た警察署名及び遺失届の受理番号を紛失一般旅券
　　　　等届出書に記入してください。また、家の中で紛失した場合は、警察への届け出は必要ありませんが、詳細を届出書に記入してください。）
　　　・消防署又は区市町村が発行した罹災証明書１通
※３　帰国のための渡航書
※４　10年旅券、５年旅券以外に、残存有効期間同一旅券の申請ができます。
※５　戸籍謄本の提出は不要です。ただし、有効旅券が旅券としての体裁を留めないほどの損傷や旅券の人定情報が読み取れない場合は、戸籍
　　　謄本１通が必要となります。
※６　損傷の経緯を記載した事情説明書（書式自由）

※受付時間外は自動音声になります。
※一部のIP電話では自動音声をご利用いただけない場合があります。

東京都パスポート
電話案内センター

申請はスマートフォンで、「マイナポータル」から

WEBで検索
03━5908━0400問い合わせ先

休　 業

月曜日・火曜日・水曜日　9：00～19：00　　木曜日・金曜日　9：00～17：00
（※受領については、下記年末年始を除いた日曜日（9：00～17：00）にもお受け取りできます。）

申　 請
受　 付

マイナンバーカードをお持ちの方は、
オンラインで申請できます。

（2026.4.1）

★有効旅券をお持ちでない方
①　初めての旅券申請

★有効旅券をお持ちの方
⑤　姓名・本籍地等に変更がある

《姓名・本籍地等に変更がない》

⑥　旅券の残存有効期間が１年未満
⑦　旅券の査証欄に余白なし　　　　　　　　　　（※見開き３頁以内）

⑧　旅券の損傷　　　　　　　　　　　　　　　　（※オンライン申請不可）

②　前回取得旅券の期限切れ

③　有効旅券の紛失又は焼失

④　外国で旅券を紛失し、「帰国のための渡航書」で帰国
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○申請書は、��年旅券用、５年旅券用と残存有効期間同一旅券用があります。

○戸籍の電算化により、戸籍謄本は「全部事項証明書」になります。

○本人確認書類は有効中のもので、氏名、生年月日、性別、住所等が申請書の内容と一致している必要があります。

○申請者が中学生以下の場合には、申請者のマイナンバーカード等についても確認させていただきますが、所持されていない場合は、
　親権者（父又は母）の本人確認書類（運転免許証等）で確認いたします。

資格確認書

※ 詳しくは外務省ホームページをご確認ください。

戸籍謄本（全部事項証明書）※戸籍抄本（個人事項証明書）、改製原戸籍、戸籍の附票等は不可

○申請時に12歳未満の方は、旅券手数料が6,300円（電子申請は5,900円）※になります。「年齢計算に関する法律」（明治35年法律第50号）

　の規定により、年齢は誕生日の前日に1歳加算され、12回目の誕生日の前日に12歳となります。このため、12歳未満の手数料は、12回目

　の誕生日の前々日までに申請を行った方に対し適用されます。（※５年以内に未交付失効旅券がある場合は、6,000円増額されます。下記旅券手数料参照。）

○親権者が遠隔地に在住している等の理由により申請書に自署できないときは、親権者の署名がある「旅券申請同意書」（書式は自由）
　を提出してください。

○旅券名義人の本人確認含む必要書類一式のほかに、代理人自身の本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）も必要です。

○居所申請をする方は、申請に通常必要となる書類に加え、以下の書類をご用意ください。

10年旅券　　　　　　　　16,300円（収入印紙14,000円　東京都手数料2,300円）

刑罰等関係に該当する項目がある場合　※手続窓口：新宿パスポートセンター　電話 03-5388-3196（刑罰等用）

○旅券の受領には、旅券（パスポート）引換書を持参のうえ、乳幼児を含め、必ずご本人（旅券名義人）がお越しください。
○切替申請の方は、申請時に提示した旅券を必ずご持参ください。旅券を忘れた場合は、新規旅券の受領はできません。（電子申請も同様）
○申請書を提出した旅券窓口以外では受領できません。
○交付日は遅延する可能性があります。外務省の「パスポート受取検索システム」をご確認の上、お越しください。

※５年以内に未交付失効があった場合は、上記金額に6,000円増額されます。

5年旅券　　　　　　　　11,300円（収入印紙 9,000円　東京都手数料2,300円）

5年旅券（12歳未満）　　 6,300円（収入印紙 4,000円　東京都手数料2,300円）

残存有効期間同一旅券　　 6,300円（収入印紙 4,000円　東京都手数料2,300円）

10年旅券　　　　　　　　15,900円（収入印紙14,000円　東京都手数料1,900円）

《窓口申請手数料》 《オンライン申請手数料》

5年旅券　　　　　　　　10,900円（収入印紙 9,000円　東京都手数料1,900円）

5年旅券（12歳未満）　　 5,900円（収入印紙 4,000円　東京都手数料1,900円）

残存有効期間同一旅券　　 5,900円（収入印紙 4,000円　東京都手数料1,900円）

旅券の発給を申請した後に、その旅券を受領しなかったことがある方は、窓口にお申し出ください。
５年以内の未交付失効の場合には旅券手数料の加算があります。

東京都パスポート

新宿パスポート
センター

専用紙を使用し、鮮明な画質で印刷してください。

ピンぼけや低品質の印画紙等で顔貌が不明瞭な写真は使用できません。

マイナポータル

前髪が長すぎて目元が見えないもの

現在の容貌と著しく異なるもの

旅券受領のご案内（交付予定日：土、日、国民の祝日、振替休日、年末年始）（12/29～1/3）を除いて、９日目以降）

旅券手数料（旅券を受領する際にお支払いください。）　※令和８年７月１日以降に引下げ予定。詳細はWEBで検索

（徒歩��分）
（徒歩��分）

サンシャインシティワールドインポートマートビル5階

マートビルマートビル
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旅券の取得の有無や所持する旅券の状況などにより必要書類は異なります。
以下の①〜⑧の中から、ご自身にあてはまる申請の種類を選び、右欄に掲げ
る書類（○印等のついた書類）をご持参ください。
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　　　　等届出書に記入してください。また、家の中で紛失した場合は、警察への届け出は必要ありませんが、詳細を届出書に記入してください。）
　　　・消防署又は区市町村が発行した罹災証明書１通
※３　帰国のための渡航書
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※５　戸籍謄本の提出は不要です。ただし、有効旅券が旅券としての体裁を留めないほどの損傷や旅券の人定情報が読み取れない場合は、戸籍
　　　謄本１通が必要となります。
※６　損傷の経緯を記載した事情説明書（書式自由）

※受付時間外は自動音声になります。
※一部のIP電話では自動音声をご利用いただけない場合があります。

東京都パスポート
電話案内センター

申請はスマートフォンで、「マイナポータル」から
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（※受領については、下記年末年始を除いた日曜日（9：00～17：00）にもお受け取りできます。）
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マイナンバーカードをお持ちの方は、
オンラインで申請できます。

（2026.4.1）
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①　初めての旅券申請

★有効旅券をお持ちの方
⑤　姓名・本籍地等に変更がある
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⑥　旅券の残存有効期間が１年未満
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○申請書は、��年旅券用、５年旅券用と残存有効期間同一旅券用があります。

○戸籍の電算化により、戸籍謄本は「全部事項証明書」になります。

○本人確認書類は有効中のもので、氏名、生年月日、性別、住所等が申請書の内容と一致している必要があります。

○申請者が中学生以下の場合には、申請者のマイナンバーカード等についても確認させていただきますが、所持されていない場合は、
　親権者（父又は母）の本人確認書類（運転免許証等）で確認いたします。

資格確認書

※ 詳しくは外務省ホームページをご確認ください。

戸籍謄本（全部事項証明書）※戸籍抄本（個人事項証明書）、改製原戸籍、戸籍の附票等は不可

○申請時に12歳未満の方は、旅券手数料が6,300円（電子申請は5,900円）※になります。「年齢計算に関する法律」（明治35年法律第50号）

　の規定により、年齢は誕生日の前日に1歳加算され、12回目の誕生日の前日に12歳となります。このため、12歳未満の手数料は、12回目

　の誕生日の前々日までに申請を行った方に対し適用されます。（※５年以内に未交付失効旅券がある場合は、6,000円増額されます。下記旅券手数料参照。）

○親権者が遠隔地に在住している等の理由により申請書に自署できないときは、親権者の署名がある「旅券申請同意書」（書式は自由）
　を提出してください。

○旅券名義人の本人確認含む必要書類一式のほかに、代理人自身の本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）も必要です。

○居所申請をする方は、申請に通常必要となる書類に加え、以下の書類をご用意ください。

10年旅券　　　　　　　　16,300円（収入印紙14,000円　東京都手数料2,300円）

刑罰等関係に該当する項目がある場合　※手続窓口：新宿パスポートセンター　電話 03-5388-3196（刑罰等用）

○旅券の受領には、旅券（パスポート）引換書を持参のうえ、乳幼児を含め、必ずご本人（旅券名義人）がお越しください。
○切替申請の方は、申請時に提示した旅券を必ずご持参ください。旅券を忘れた場合は、新規旅券の受領はできません。（電子申請も同様）
○申請書を提出した旅券窓口以外では受領できません。
○交付日は遅延する可能性があります。外務省の「パスポート受取検索システム」をご確認の上、お越しください。

※５年以内に未交付失効があった場合は、上記金額に6,000円増額されます。

5年旅券　　　　　　　　11,300円（収入印紙 9,000円　東京都手数料2,300円）

5年旅券（12歳未満）　　 6,300円（収入印紙 4,000円　東京都手数料2,300円）

残存有効期間同一旅券　　 6,300円（収入印紙 4,000円　東京都手数料2,300円）

10年旅券　　　　　　　　15,900円（収入印紙14,000円　東京都手数料1,900円）

《窓口申請手数料》 《オンライン申請手数料》

5年旅券　　　　　　　　10,900円（収入印紙 9,000円　東京都手数料1,900円）

5年旅券（12歳未満）　　 5,900円（収入印紙 4,000円　東京都手数料1,900円）

残存有効期間同一旅券　　 5,900円（収入印紙 4,000円　東京都手数料1,900円）

旅券の発給を申請した後に、その旅券を受領しなかったことがある方は、窓口にお申し出ください。
５年以内の未交付失効の場合には旅券手数料の加算があります。

東京都パスポート

新宿パスポート
センター

専用紙を使用し、鮮明な画質で印刷してください。

ピンぼけや低品質の印画紙等で顔貌が不明瞭な写真は使用できません。

マイナポータル

前髪が長すぎて目元が見えないもの

現在の容貌と著しく異なるもの

旅券受領のご案内（交付予定日：土、日、国民の祝日、振替休日、年末年始）（12/29～1/3）を除いて、９日目以降）

旅券手数料（旅券を受領する際にお支払いください。）　※令和８年７月１日以降に引下げ予定。詳細はWEBで検索
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